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経済論叢(京 都大学)第158巻 第3号,1996年9月

中小企業の資金調達と研究開発
一 日本 と台湾の事例を中心に一 ・

序

蘇 顕 揚

大企業と中小企業 との間には,平 均的にみると生産性の格差が存在するが,

これは一般的に両者の問の資本装備率格差に起因すると考えられている。この

資本装備率格差は,中 小企業が資金調達.ヒの困難に陥 りやす く,そ のため設備

投資 も遅れがちにならざるをえないという点にも由来する。従来,日 本や台湾

における中小企業の資金調達問題は,以 下の三点に集約されてきた。金融機関

か らの借入条件における差別の存在L,,長 期資金の融資が相対的に不十分であ

ること2),お よび,金 融機関の中小企業向け貸出が不安定であること3,である。

したがって,こ れらの諸要因に変化が生じている場合には,中 小企業金融にも

構造的変化が起 きているといえるだろう。

このような中小企業の金融問題は,金 融機関との間の関係だけでなく,中 小

企業自身の財務内容や,資 本市場への参入条件などの要素にも影響される。本

稿ではこれらの点に留意 しつつ,中 小企業は金融的に不利な位置に依然 として

置かれているのか,と いう問題を中心に分析する。それに際 しては,中 小企業

1〕 具体的には,資 金の使途,貸 出期 間,信 用 リス クなどの点で同 じ条件 の融資 で も,金 利 をはじ

め として,大 企業に比 較 して中小企業が不当 に不利 な条件での借 り入れを強い られている状況 を

さす。 この場合,表 面 金利の格差 よ りも,む しろ 「拘束性預金」 を要求する ことによる実質 金利

の格差の発生のほ うが深刻である。

2)売 上高 に占め る長期 借入金の割合 は,企 業規模 と正の相関を持つ。企業規模 が大 きければ大き

い程,長 期借入 も容易になる。

3)と りわ け,金 融引 き締め期には,金 融機 関が 中小企業 を限界的貸出先 として扱 う傾 向が強 い。

.
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中小企業の資金調達と爾究開発.(281)51

に対する金融自由化の影響 も対象となる。

中小企業の場合,一 括 して性格規定を行うことが困難なほどに個々の企業の

ばらつきが大きい。中小企業という概念は,い わば 「異質多元的」なのである。

したがって,中 小企業問題を対象とする研究においても,様 々な課題設定が可

能であるが,と りわけ興味深いのは,石 油危機以降の産業構造の変化に対応 し

て重要性を増してきた研究開発型中小企業 〔いわゆる 「ベンチャービジネス」)

の問題である。本稿では,中 小企業全体を分析しつつも,こ の爾究開発型中小

企業の資金調達問題に重心を置いた分析を行う。きらには,中 小企業問題を多

角的に分析するために,中 小企業育成政策で先行 していた日本と,中 小企業が

とりわけ輸出の面で極めて重要な役割を担っている台湾を取り上げ,両 者の事

例を比較する。

1金 融構造の変化 と日本の中小企業金融

戦後日本の中小企業金融問題は,基 幹産業の復興を目的とした傾斜生産方式

にともなって,「傾斜金融」とも呼びうるような金融の構造が成立 したことに

その端緒を有する。1947年 から実施された傾斜生産方式では,1大企業体制を有

する特定の重要産業に生産資材と資金とが配分され,中 小企業は原料の入手,

資金の調達において困難に直面した。1970年 代の高度成長期まで,資 金が大企.

業に集中する仕組みの中で中小企業は,金 融引き締め時にその しわ寄せを受け

る位置に置かれたのである。

このような大企業への融資の集中は,直 接金融的な資本市場の整備が,間 接

金融的な金融機関の整備よりも遅れたことと密接な関連を持つ。高度成長期に

おいては,企 業の資金調達においては間接金融が主体であった。つまり,株 式

や社債の発行で資本市場から直接に資金調達を行 うよりも,家 計の余剰資金を

吸収 した金融機関を通じて,企 業へ資金が流入する場合の方が一般的であった

のである。大企業への融資の集中が進む過程で,特 定の金融機関と企業とが密

接な関係を結ぶ 「メインバンク制」が形成され,中 小企業はいわば限界的な融
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資 先 と して位 置づ け られ て,金 融 緩 和 期 に0み 融資 の対 象 とな った。

大 企 業 に と って は.金 融 市 場 か ら の直接 の 資 金調 達 もま た可 能 で あ るが,法

的 制 約 の た め に,中 小 企 業 に は こ う した 可 能 性 は ほ とん ど残 さ れ てい なか った 。

そ れ ゆ え,中 小 企 業 の 資金 調 達 は ど う して も金 融機 関 に依 存 す る こ とに な った 。
冷

.しか し なが ら,市 場 へ の銀 行 の新 規 の参 入 が 制 限 され,金 融 機 関 が寡 占的 体 質

を有 して い る状 況 の 下 で は,中 小 企 業 の金 融 機 関 に対 す る交 渉力 は微 弱 で あ っ

た。

中小 企 業 が こ の よ う な 限 界 貸 出:先的 な 位 置 に 置 か れ て い た こ とは,全 国 銀

行4》の,大 企 業 向 け,中 小 企 業 向 けの 貸 出 残 高 の 増 減 か ら読 み 取 る こ とが で き

る。 高 度 成 長 期 に お け る全 国銀 行 の大 企 業 向 け貸 出残 高 の増 分 は,好 況 期 に は

上 昇 し,不 況 期 には 減 少 して い る。 それ に対 して,中 小 企 業 向 け貸 付 の増 分 は,

これ とは逆 の 動 き を示 して い る%他 方,中 小 企 業 向 け 貸 出 残 高 の 金 融 機 関 別

構 成 を 見 てみ る と,ユ957年 時 点 で,.設 備 資 金 貸 出 残 高 構 成 比 で は,全 国 銀 行

52.43%,民 間 中小 金 融 機 関13.99%目),政 府 系 金 融機 関33.83%で あ った。 高 度

成 長 期 まで の 時 期 にお い て,中 小 企 業 に とっ て政 府 系 金 融機 関 が 重 要 で あ った

こ とが 確 認 で き る%

.しか しなが ら,1960年 代 末 頃 か ら1970年 代 頃 に な る と,こ う した構 造 は次 第

に変 化 してい った 。全 国 銀 行 の 貸 出態 度 の変 化,信 用 金 庫 な ど民 間 中小 企 業 専

門金 融 機 関 の発 展,そ れ に,資 本市 場 の整 備 が 進 んで 直 接 金 融 が 可 能 とな って

きた こ と な ど の現 象 が 指摘 で き る。

4)全 国銀行とは,都 市銀行,地 方銀行,第 二地銀協加盟行,長 期信用銀行,信 託銀行,信 託勘定

の総称である。ただし,1989年 相互銀行が第二地方加盟銀行に加わった。地方銀行,第 二地銀協

加盟行が全国銀行に含まれるのは,営 業地域の制限がないことによる。.

5)清 成忠男,「信金融資の急伸 三十年代金融の実態」,中林秀一郎ほか編,『現代中小企業.史1

所収,1981。156-158ペ ーージ。

6)1989年 まで民間中小金融機関というのは,相 互銀行,信 用金庫,信 用組合などであった。比較

対照のため,と りわけ現在時点での比較のために,こ こでは相互銀行を全国銀行と見なして分析

を行 う。

7)商 ⊥組合中央金庫は組合を対象にしており,ま た,国 民金融公庫の貸付金額は小額であった。

そのため,中 小企業金融公庫の成立によってはじめて,商 工中金,国 民公庫ではカバー出来ない

部分が量的に補完されたのである。鈴木浜二,「中小企業金融』,158ページ.春 秋社,1964。
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前 述 の全 国銀 行 の 貸 出残 高 の資 料 で は,1960年 代 後 半 か ら は,中 小 企 業 向 け

貸 出 の増 減 は,大 企 業 向 けの そ れ と同様 の推 移 を示 してい る。 す な わ ち,.限 界

的貸 付 先 と して 中小 企 業 が位 置づ け られ る とい った 傾 向 や,融 資 の 大 企 業 へ の

集 中 は,次 第 に緩 和 され て きた ので あ る。 と りわ け1970年 代 始 め に は,過 剰 流

動 性 の存 在 が 顕 著 とな り,金 融 情 勢 が緩 和 した。 大 企 業 の 資 本 市 場 で の 資 金 調

達 は拡 大 し,他 方 で は全 国 銀行 が 中小 企 業 向 け融 資 に も積 極 的 に取 り組 む よ う

に な った8♪。1993年 末 の資 料 で は,全 国 銀 行 の 中小 企 業 向 け設 備 資 金貸 出残 高

は,中 小 企 業 へ の設 備 資 金 融 資 総 額 の73.5%を 占め るが9〕,そ れ に対 して,中

小 企 業 専 門金 融 機 関 に よ る貸付 の比 率 は政 府 系 を除 く とユ4.5%に と どま る。 政

府 系 金 融 機 関 は,中 小企 業 へ の 融資 残.高を次 第 に増 大 させ て い るが,そ れ で も

全 国銀 行 の 貸 出拡 大 の た め に、 中小 企 業 へ の融 資 全 体 に 占め る割 合 は 大 き く低

下 して お り,12.0%に 過 ぎな い10)。

以 上 み て きた 要 素 を考慮 す る と,全 体 と.して,中 小 企 業 全 体 の 問 題 で あ っお

金 融 難 は,近 年相 当程 度 改 善 され て きてい る とい え よ うだ ろ う。

大 企 業 の銀 行 離 れ が進 む につ れ,金 融 機 関 は貸 出 の 伸 び 悩 み に 直 面 す る よ う.

に な り,ま たBIS規 制11,の 適 用 な ど も相 扶 って,量 的 拡 大 を 目標 とす る従 来

の 経 営 の 見 直 しが 必 要 とな った 。 従 来 よ り も利 ざ や の 多 寡 が重 視 き れ る よ うに

な り,利 ざや の大 きい 中小 企 業 や 個 人向 けの 貸付 が 強 化 さ れ る よ うに な っ て き

た の で あ る18)。

以.ヒの よ うな状 況 に もか か わ らず,1990年 代 に 入 っ て か らは,中 小 企 業 へ の

8).令 国銀行(相 互銀行を除 く)の 中小企業向け設備資金貸出残高が全国銀行の総設備資金貸出に

占める割合は,1962年 の25.1霧から1965年に30.4%に 上昇 し,1970年 には37,3妬であ り,1974年

には49.4%ま で拡大 した。中小企業金融公庫,r中 小企業金融公庫月報」Vol.18、22,No.12。

9)財 団法人商.Le合 研究所,r商 」.1金融」1994V-4月 号,45ペ ージ。

1⑪)貸 出残高総額から見れば,.全国銀行,中 小企業専門金融機関,政 府系金融機関のそれぞれの占

める割合は,72.4%,19,0%,8.6%で あった。前掲 「商工金融』43ペー.ジ.

11)国 際決裁銀行(B15)は,1993年3月 までに自己資本比率 〔自己資本の総資産の割合)を

8%以 上にするよう求めているゆエコノミス ト臨時増刊,1992年7月6日 号。163ペ一輪 毎日

新聞社,

12)大 企業は,金 融機関に対し交渉力を持つが,中 小企業や個人の場合には一雌に弱い交渉力しか

持たないg

}
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貸 出 は 低 迷 して い る13)。中小 企 業 は,バ ブ ル経 済 以 降 の 景 気 低 迷 や 資 産 価 格 下

落 の 影 響 で,実 物 取 引需 要 の鈍 化 に直 面 し てお り,こ れ は 資 金 需 要 の減 少 に帰

結 して い る。 他 方,資 金 供 給 の側 で も,中 小 企 業 の 財務 内 容 の 悪 化'4〕や 資 産 担

保 価 値 の 下 落 に よ る信 用 力 の低 下 が,金 融 機 関 の貸 出の 低 迷 を もた ら して い る
命

と考えられる。金融機関が不動産担保を重視する傾向は,日 本ではまだまだ強

い と言えよう。

今 日においては,中 小企業の資金調達上の問題は,む しろ自己資本比率の低

さ,間 接金融への依存度の高さであるということができよう。大蔵省 「法人企

業統計年報」によると,.1988年 では製造業中小企業の自己資本率は19.1%で あ

り,大 企業の34.9%か らみると,は るかに低いのである。

金利 自由化は金融緩和期に行われて金利の低下に帰結 したが,金 融引き締め

期 には金利の変動が激化 した。そのため,銀 行の金利引き上げ要求が強かった

にもかかわらず,中 小企業にと.っても借入が容易になつだ%し か しながらこ

の時期には,全 国銀行の融資率(貸 出先数/企 業数)が 低 ドする一方,一 貸出

先あたりの中小企業向け貸付残高が増加 している1%金 融機関の企業選別の傾

向は明白である。

ここで,.金 融機関の将来的課題について展望するならば,設 備資金の長期貸

付の強化を指摘することができる。政府系中小企業金融機関に関 しては,す で

に長期の資金貸付が主体となっている。他方,中 小企業への融資で重要な役割

を担 うに至っている全国銀行や中小企業専門金融機関は,こ れまで設備投資資

13)1980年 代 には,全 国銀行の中小企業向け貸出残高 の伸び率 は,年10%前 後で あった。 しか し.

バプ,レが破裂 した後の1990年 以降の時期には,伸 び率は2%台 に大幅に鈍化 している。

14)中 小企 業の借 入金が急増す るのに伴い,有 利子負 債依存 度が 』拝 している。 そ して,売 上高経

常利益率 が低迷 してい るので,債 務償還年数 は急激 に上昇 している。 したが って,借 入れ を増加

させる余地 も少な くな って来 ている。

15)田 島秀雄,「 中小企業 を巡 る金融環境の現状 と課題」,「商工金融」1993年5月 号。

16)全 国銀行 の中小企 業向け貸 出残 高は,1980年 度の53兆3900億 円か ら1992年 には180兆6900億 に

.ヒ弄 したが,貸 出先数は208万7300件 か ら217万39001t一Aの 増大 にとどま ってい る。 したがって,

一融資 先当 た り貸 出残 高は2560万 円か ら8310万 円 に.ヒ昇 した。「商工 金融』1994年4月 号,25

ペ ージ,図 表一13。
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金の貸付よりも短期の運転資金の貸付を選好 してきた。いずれも,貸 出に占め

る運転資金の割合はつねに7割 に達 していたのである17>。しか し研究開発投資

は長期の懐妊期間を必要としており,長 期資金の供給は,こ れらの民間金融機

関にとっても重要な任務 といえよう。

中小企業が資金調達で直面 している不利な状況を緩和するための政策金融 と

しては,政 府系金融機関による直接の支援のほかにも,信 用補完制度(第3節

を参照}が 重要である。例 えば,中 小企業が民間金融機関からの融資を受ける.

際に,信 用保証協会はそれを保証 し,中 小企業保険公庫はさらに保証協会の保

証債務について再保険をしている。また,.1953年11月 には,中 小企業投資育成

会社が政府によって設立された。この会社は,中 小企業の上場を助けることを

目的 として,中 小企業の株式を引 き受けるが,ま た,経 営,技 術等についてコ

ンサルテーションを行 っている。

と りわけ研究開発型中小企業については,1975年 に研究開発型企業育成セン

ターが設立されている。経済が安定成長へ移行するにつれ,経 済のサービス化,

ソフト化,消 費者ニーズの多様性,個 性化,技 術革新の進展,金 融自由化,情

報化等の現象が発生 し,.産業構造がますます知識集約的なものに変化 している

ことが背景である。ζのような状況の下で,技 術開発基盤の強化や経済の活性

化を担 う研究開発型企業への期待は増 している。資金調達面や情報収集面など

での困難がある中小企業の研究開発を支援する必要は大 きいのである。研究開

発型企業育成センターは,銀 行から中小企業への低利での融資を仲介 し,貸 付

金の80%を 保証する。また,同 センターは,革 新的なサービスの開発を行う上

での資金調達問題の解決を図るため,知 識融合型企業に対 して1988年 から債務

保証制度を開始 している。いずれも業種業態を問わない1%

17)1993年12月 末 までの資料 か ら見れば,全 国銀行 の中小企業向 け貸付の中の設備資金の貸付 は僅

か30.09%で あ り,中 小企業専門金融機関の場合は28.45%で あった.r商 工金融上,1994年4月 号,

43-44ペ ージから計 算 した。

18)財 団法 人研 究開発型企 業育成セ ンター,「 業務案 内』1ペ ー ジ,『 債務 保証 事業 について」83

ペー ジu
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そ の他,国 の政 策 に基 づ き,各 都 道 府 県 で は各 種 の研 究 開発 型 中小 企 業 融 資

育 成 制 度L9)が 採 用 され て い る。 日本 に お い て は,中 小 企業 に対 す る支 援 制 度 の

なか で も,研 究 開発 型 中小 企 業 に対 す る体 制 は と りわ け充 実 して い る とい え よ

う。
・や

11日 台金融構造の異同

台 湾で は,中 小 企 業 向 け の金 融 制 度 は か な り整 備 が 進 ん で 来 た が,十 分 と は

言 えな い 。 そ れ ゆ え,政 府 の管 理 下 には ない 地 下 金 融 が 台 湾 の 中小 企 業 に と っ

て不 可 欠 の 資 金 調 達 源 と な っ てい る罰,。日本 及 び 台 湾 に お いて,一 般 的 に 中小

企 業 の財 務 問題 と して は,自 己 資 本 比 率 の 低 さ21},短 期 債 務 返 済 能 力 の 弱 さ鋤,

長期 借 款 比率 の低 さ23),債 務 比 率 の 高 さ鋤 な どが指 摘 で きる。一

・般 に,借 入企 業 の規 摸 は,貸 付 銀 行 の 規 模 にお お よそ 対応 す る傾 向が あ る。

1
つ ま り,大 銀 行 は大 企 業 に貸 付 け,中 小 金 融 機 関 は中 小 企 業 に 貸付 け る とい う

構 図 で あ る。1960年 代 まで,日 本 の全 国 銀 行 に よ る中 小 企 業 向 け融 資残 額 は 中

小 企 業 向 け融 資残 額 全 体 の69.2%を 占め たが,全 国 銀 行 の 融 資 残 額 に 占 め る 中

小 企 業 向 け の割 合 は35.01%で あ った(1962年 末 まで)25)。現 在,台 湾で は この

比 率 は そ れ ぞ れ75.3%及 び33,7%(1993年11月 まで)35}で あ る。 高 度 成 長期 の

日本 で,中 小 企 業 が金 融機 関 の 限界 貸 出先 と して の性 格 を有 して い た こ とは 既

19>た とえば,技 術 改善費保 証金,中 小企業向 け技術開発金,中 小企業技術高度化対策費保証金 な

どが挙げ られる。

20)台 湾の全企業の資金調達先に占める割 合で は,地 下金融部 門は24%を 超 えてい る。中小企業の

み をとれば,こ の比率はさ らに高 くなるであろう 〔表4)。

21)中 小企業の 自己資本比率は常 に大企業よ りも低 い。

22)中 小企業の短期借款に占め る割合が高いため,企 業 の流動資金が低す ぎ,経 営 に不利である。

23)長 期借款の占め る割.含が低 くなる と,中 小企 業の短期資金調達 も不利 になる。機械設備の購入

が短期借款 によ り調達され,財 務管理原則 に違反す るこ とになるか らで ある。

24)台 湾の製造業 中小企業の大部 分は家族経営 企業なので,所 有権 と経営権が一体化 してお り,外

来 の資本参加 よ りも借人の方 を好む。 したが って.重 い利息 の負担だ けで なく,会 社運営や資金

調達 にも不利な影響があ り,不 景気の場 合は特 に厳 しい。

25)全 国銀行 には相互銀行 を含む。当時中小企 業 とされ たの は資本金1千 万以下の企業である。鈴

木浜二,r中 小企業金融」,1964,71ペ ージ表3か ら計算 した、

26)則.政 部金融局統計室,「 金融業務統計朝 妻」第194集,1994,1.34-36ペ ージ。

』
淵
『
.
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に 述 べ た が,台 湾 で は,.ま だ そ う した 傾 向 が 残存 して い る ので あ る。

日本 に お い て は,こ の よ う な規 模 別 の 対 応 関係 は,1970年 代 以 降 弱 ま って い

る 。1993年 末 まで の全 国 銀 行 の 中小 企 業 向 け融 資 残 額 は 中小 企 業 融 資 残 額 全体

の72.4%を 占 め るが,全 国 銀 行 の企 業 向 け融 資残 額 に 占 め る 中小 企 業 に対 す る

融資 残 額 の比 率 は,62.4%に 上 昇 して い る切。 す なわ ち,中 小 企 業 向 け融 資 の

成 長.率は大 企 業 む けの そ れ よ り もは るか に高 か った の で あ る。

全 国 銀 行 の 中小 企 業 向 け融 資 が増 大す る一 方 で,反 対 に 中小 企 業専 門金 融 機

関 の 大 企 業 へ の融 資 も増 え てい る。 日本 にお い て は,1960年 代 後 半 か ら 「金 融

効 率 化」 が 強 調 さ れ る よ うに な り,コ ス トダ ウ ン,貸 出 の大 口化 が 要 請 され る

よ う にな った駆)。こ う した状 況 の 下 で,中 小 企 業専 門 機 関 の 大 企 業 へ の 貸 出 が

拡 大 した。 他 方,台 湾 で は,中 小 企 業 専 門金 融 機 関 全体 の 中小 企 業 向 け融 資 は

各 中小 企 業 専 門銀 行 と も融資 総 額 の7割 以 上 で あ って(表2),い ま だ法 律 に

違 反 す る水 準 で は な い が,そ の比 率 は 年 々低 ドして い る29,。台 湾 で も,中 小 企

業 専 門 金 融 機 関 の貸 出先 の多 様 化 は明 らか で あ る。

日本 で も台湾 で も,中 小 企 業 専 門金 融 機 関 の 預 金 構 成 で は,家 計 の貯 蓄 型 預

金 が 大 きな 割 合 を 占め てお り,資 金 コ ス トは相 対 的 に高 くな る3。,。如 何 に して

効 率 的 な経 営 を行 うか が 死 活 的 な 問 題 とな るの で あ る が,こ う した効 率 化 の努

力 の一 環 と して,貸 付 先 の選 別 と表裏 一 体 の,貸 付 先 の多 様化 が 進 んだ ので あ る。

日本 で は,全 国 銀 行 に よる 中小 企 業 向 け貸 付 の 中 に 占 め る長 期 貸 出 の 割 合 も

上 昇 してい る3D。 政 府 系 中小 企 業 金 融 機 関 の利 用 上 の利 点 は,固 定 金 利 で あ る

27)財 団法.人商工総合研究所,『商工金MJ1994年4月 号,42ペ ージ。

28)酒 井俊行(1991)の 計算によると,一 人当たりの営業実績は一人当たり資金量に対応している。

「商工金融』1991年4月 号.,第41巻第4号,50ペ ージ。

29)中 小企業専門銀行の融資総額に占める中小企業向け融資額の比率は,1981年 の77.63%か ら
1985年の80.34%に 上がり,1993年 はア1.67%にF落 した。.その理由の ・つは.中 小企業の定義が
長い間変更されなかったため,「中小企業」に分類される企業が相対的に少なくなったからであ

る。

訓〕)銀 行側からみると,家 計単位の貯蓄型預金は長期的に安定的な運用資金ではあるが,し か し利
子率の負担は地種預金よりもずっと高い。

31)例 えば1962年 末時点でぽ,中 小企業向け設備資金貸出残高が中小企業向け貸出総額に占める

割合は23.29%で あ り(鈴木浜二,r中 小企業金融」158ページ)。1993年末では30、09彰に上昇/
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表1台 湾国民総生産に対す る貯蓄比率 と国民投資率(%)

年 貯蓄率

幽

投資率 超過貯蓄

1951

55

60

65

70

73

75

80

83

85

88

90.

15,67

14.56

17,77

20.72

25.58

34,37

26.72

32.28

32,13

33.57

34,45

29,50

14,44

16.65

20.20

22,72

25.57

29.09

30.54

33.84

23.43

18.74

22.76

2.1.51

1.23

1.22

-2
,43

-2 .00

0.⑪1

5.28

- 3.82

-1,56

8.70

14.82

11.69

7.99

(出所)r中 華民 国台湾地区国民所得」,行 政 院主計慮,客 年。

こ とな ど利 率 の 点 に あ る のみ で は な く,貸 付 期 間 の長 さ に も.ある ので あ る。 台

湾 の場 合,1979年 の 中小 企 業 専 門金 融 機 関 の総 貸 出 残 高 に占 め る巾,長 期 鋤 貸

出残 高 の比 率V111%で あ ったが,1992年 に は そ の比 率 は66.3%に 上.昇 して い る。

中小 企 業 専 門金 融機 関 に よ る総 貸 出 に 占め る設 備 資 金 貸 出 の 割 合 は,1982年 ま

で の9.34%か ら1992年 に は34.4%に.ヒ 昇 して い る鋤。 中小.企業 の資 金 調 達 問題

は著 し く改 善 して い る とい え よ う。

以 上,日 台 両 国 で 共通 の 問題 を論 じて き たが,経 済 発 展 の 度 合 や経 済政 策 の

あ り方 が 異 な る以 上,両 国 の 間 で状 況 が 大 き く異 な る問 題 も少 な くな い。

まず 第 一 点 と して,中 小 企 業 金 融 の主 体 の相 違 を指摘 で き る。 日本 に お い て

は,三 つ の政 府 系 中小 企 業 金 融機 関 を 除 け ば,中 小 企 業 金 融 は民 間 金融 機 関 の

役 割 で あ る。 一 般 に,民 間銀 行 の 自立 性 は 国営 銀 行 よ り もは るか に高 く,中 小

、した。商工中金,「商:」=金融jl994年4月 号,44ペ ージリ

32)中 期と言うのは1年 からア年までである。長期と言うのは7年 以上である。ただし,日本の場

合,長 期貸出金は貸出期間1年 以上のものを指す。

33)黄 犬麟,傅 桂欽,「中小企業融資体系之検討ラ展望」,第一届中小企業発展学術研討会,経 済部。

1994、3,10-11頁ウ
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表2銀 行 の中小企業へ の融資構造(台 湾}

(認9)59

〔%)

年 別

銀行別

1981 1985 1989 1993

A B A B A B A B

一般銀行

中小企業
専門銀行

81.0127.93

18.9977.63

74,〔)a29.9178.0631曾4275.3⑪33.70

25.928〔 〕.3421.9472.6124.7071,67

合 計 100.031.80100.035.7210D.035 .88100.038.77

(註)A≡ 中小企業への融資残高の比重。

B=中 小企業への融資残高/融 資総額。

(出所)財 政部金融局統計室編印,『金融業務統計輯要」各号により作成。

企 業 へ の融 資 に お い て もよ り柔 軟 で あ る とい え よ う。 それ に対 して,台 湾 にお

い て は,ほ とん どの金 融機 関 は 国 営 で あ る醐。 八 つ の 中小 企 業.専門金 融 機 関 の

うちで は,政 府 系 と して は台 湾 中小 企 業 銀 行 が 数 え られ る のみ で あ るが ,中 小

企 業 へ の八 行 の融 資 残 高 の 総額 の5割 弱 に達 す る部 分 を台 湾 中小 企 業 銀 行 一 行

が 占 めて お り,政 府系 金 融機 関 の重 要性 は明 らか で あ る。

そ の ほ か 日本 で も台 湾で も各 種 の組 合 組 織 金 融機 関 が存 在 す るが ,法 律 に よ

り法 人 企 業 へ の貸 出が 禁 止 され てい る ので,中 小 企 業 へ の融 資 効 果 は小 さ い鋤。

組 合 組織 金融 機 関 は,一 般 的 に,組 合 員 か ら出資 を受 け る と と もに預 金 を受 け

入 れ る。 組合 員以 外 か らの 預 金 はあ る程 度 限 られ て い る ので,資 金 調 達 コス ト

が高 くつ き,し たが っ て貸 出 金利 が ど う して も高 くな りが ちで あ る。

第二.に,中 小 企 業 の 資 金調 達先 につ い て の 日台 の 相 違 を見 て み る と,両 国 と

も 「二 重 構造 」罰 を有 して い るの で は あ るが,そ の 内容 は大 き く異 な る。 戦 後

の 日本 の 金 融 制 度 の特 徴 は,間 接 金 融 方 式 の優 位 で あ り,金 融 政 策 当 局 は,基

本 利 子 率 制 度 を採 用,人 為 的 に利 子 率 を低 位 に置 い て い た 。 しか し,事 実 上,

担 保 能 力や,借 入 れ の額,ま た信 用 の 等 級 な どに よ って,中 小.企業 は融 資 を受

34)1991年 から台湾の 「新銀行法」により,新 しく設立された民営銀行数は13である。
35}ほ とんどの場合は.中 小企業経営者が自分の名義で信用組合から融資を受けている。ただし.

1993年12月3]の 「信用合作社法」の実施により,中 小企業への融資に対する制限は緩和された。
36)ど のような国の経済においても,大企業と中小企業 との問には生産性など各種の格差が存在す

る。 しか し,日本の場合は他の.先進国よりもその格差が大きく,これを 「二重構造」として理解

することが可能であろう。

.

`
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表3銀 行別 の借貸構造(台 湾) (%)

年 別
預 金 貸 出

一般銀行 外国銀行 基層金融 一般銀行 外国銀行 基層金融

1981.12,69.5

1985.12.65.6

1988.12.65.6

1990,12,62.1

0.6

1.5

1.4

1.5

29.9

32.9

33.1

36.5

70.5

70.1

69.3

67.7

9.9

4.8

4.3

4.2

19.5

25.ユ

26.2

28.0

(註)基 層金融=中 小企業銀行+信 用合作社+農 会信用部+漁 会信用部。

(出所)中 央銀行経済研究庭編 「中華民国台湾地区金融統計月報」各号により作成。

け に く くな っ て お り,借 人 企 業 の 規 模 に よる利 子 率 格 差 が 形 成 され た 。

そ れ に対 して,台 湾 の二 重 構 造 と は,管 理 さ れ た金 融 体 系 と管 理 され て い な

い金 融 体 系 の存 在 の こ とで あ る。 台 湾 で は1970年 まで,国 内投 資 額 が 国民 貯 蓄

額 を 上 回 って い た た め(表1>,資 金 供 給 はつ ね に 不 足 して い た 。 金 融 機 関 か

ら借 り入 れす る こ との 出 来 ない 企 業 は民 間 の 地下 金 融 で 資 金 を調 達 した 。.資金

調 達 に 占 め る 地 下 金 融 の 割 合 は 全 企 業 平 均 で24.65%を 占 め て い る(表4)3η 。

分 母 か ら公 企 業 を除 外 す る と,こ の数 字 は36,32%に 達 す る認〕。 製 造 業 中小 企

業 に 限れ ば,こ の比 率 は さ ら に高 ま るで あ ろ う。 利 子 率 の高 い 地 下 金 融 に依存

した経 営 を強 い られ て い る とい う こ とは,中 小 企 業 の資 金 調 達 難 が 依 然 解 消 し

て い な い こ と を意 味 し てい る。

第 三 に,中 小 企 業 専 門金 融 機 関 の 貸借 構 造 の相 違 が 指 摘 で き る。 日本 の場 合

に は,つ ね に貸 出が 預 金 を上 回 って い る 。 日本 の 中小 企 業 は融 資 の 利 便 や 企業

の信 用 度 を高 め る ため に,全 国 銀行 との 関係 を 強化 す る こ とを望 ん で い る。 こ

う した期 待 を背 景 に,中 小 企 業 は,中 小.企業 専 門金 融 機 関か ら の借 り入 れ を全

国銀 行 へ 預 金 し,将 来 の 融 資 を期待 す る とい う期 待 融 資 貯 金 に転 換 して い るの

で あ る。 日本 の 中小 企 業 は,全 国 銀行 の潜 在 的預 金 者 と して広 く認 め.られ て い

る。 一 方,中 小 企 業 専 門金 融機 関 か ら見 れ ば,中 小 企 業 は資 金 の 超 過 貸 出 者で

37)1989年 の全産業の資金調達先の内訳では,金 融機関が57.5%,民 間地下金融が22.39箔である。

資本市場(株 式,債 券など)は13.94%,貨 幣市場(商 業手形など)は6.13%で ある(表4)。

38)資 本市場、貨幣市場が含まれていなし.・場合。中華経済研究院,「中小企業融資之研究」,21頁。
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表4企 業 の融資先別構造(台 湾)

(291)61

(%)

年 金融機関 貨幣市場ユ 資本市場2地 下金融3

1976

1980

1985

1986

1987

1988

1999

65,34

58,45

5ユ.81

48.46

5ユ,60

56、85

57.55

0,57

6.95

11.42

7.57

6,01

5,04

6.13

11.28

11.46

12.67

12.85

12.78

13.71

13.94

22.81

23.14

24.10

31.12

29.61

24.40

22.39

平均 56.27 6.94 12.14 24.65

(註)1.貨 幣市場 霜商業手形+銀 行支払い保証為替手形 。

2甲 資本 市場=株 価(額 面)十 寸士債D

3.地 下金融 一家庭借 り貸 し+企 業間の相互融資。

(出所)(台 謝 中央銀行 『中華民国台湾地区金融統計 月報」 の各号 よ り作成。

(台湾)中 央銀行 『中華民国台湾地区資金流量統計』 の各号.より作成。

ある。中小企業専門金融機関の預金源は個人の貯蓄型預金であるので,全 国銀

行の期待融資預金よりも;]ス トが高くなる細。

台湾の中小企業.専門金融機関は反対に,超 過預金の受入れ者である。資金全

体の流れの構造から見れば,一 般銀行(日 本での全国銀行に相当)の 預金の占

める割合は62ユ%で あ り,貸 出の占める割合は67,7%で ある。一方,中 小企業

専門金融機関鱒のそれぞれに占める割合は36,5%及 び28.0%で ある(表3)41】。

中小企業専門金融機関の預金吸収者としての役割は明らかである。各地に遍在

している中小企業専門金融機関が地方中小企業経営を支えるべきであるが,中

小企業専門金融機関には政府による規制 も厳 しく,ま た新設の民営銀行 との競

39)全 国銀行の預金構造から見 れば,法 人預金額 は個 人預金額 を ヒ回 っている。例えば,1962年 に

全国銀行 の預金 残高別 か ら見れば,法.人 頽金額は個人預金額 の1.5倍 であ る。当時の 中小企業専

門金融機関であ る相互銀行の場合は,個.人 頽 金額が俵入預金額の1,8倍 で あった。鈴木浜』,r中

小企業金融」,113ペ ージ。ただ し,1994年5月 末 までの資料では,都 市銀行の場 合,法 人預金額

は個人預金額 とほぼ等 しいに もかかわらず,中 小企業専門.金融機関であ る信用金庫の場合,個 人

預金額は法人預金額の3.17倍 であった。 日本銀行,『 経済統 計月報』,1994.6.254-55ペ ー.ジ。

Φo)信 用組合を含む。

41)基 層金融機関の資金運用 能率は一般銀行 の資金運用能率 よりもはるかに低いことが 明らかであ

る。
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争もあるために,中 小企業専門金融機関の経営難が表面化 している。金融自由

化の下で,中 小企業専門金融機関は新たな役割を模索する必要に迫られている

と言えよう。

第四には,大 企業 と中小企業の関係が指摘できる。日本では,大 企業 と中小
命

企業との問に密接な補完関係が存在し,技 術協力は勿論,大 企業か ら中小企業

への融資も珍しくはない。他方台湾では,一 部では日本同様に 「中心 ・衛星工

場制度」(下 請制度)が 形成され始めたが,し か し一般的には,大 企業と中小

企業とは直接の資金的なつなが りを持たずに発展しているので,中 小企業に対

して大企業が融資するとい うことはほとんど行われていない⑦。 このため,台

湾の中小企業の資金調達は一層深刻な問題となっている。

最後に,も う一点,日 台の相違を指摘するならぼ,日 本では機能別の特別融

資が存在するのに対し,台 湾では融資の一般適用性が強調されている。例えば,

日本では租税特別措置法により,企 業の研究開発や環境保護設備への特別融資.

や減税がされるのに対し,台 湾の場合は中小企業の強化を目的とする長期低利

融資や自動化促進融資が中心である。製造業中小企業ならばすべて資格を有す

るのであり,中 小企業政策は選別的ではない。

以上,日 台の中小企業の資金調達問題の共通点と相違点とを分析してきたが,

いずれにせよ,政 策的介入を必要とするような不利な状況に中小企業が置かれ

ているとい う点は共通 していると言えよう。とくに,社 会的資源を効率的に配

分 し,経 済発展の潜在力を高めるために,中 小企業の経営効率を高める必要が

あることを考慮するならば,金 融面においても中小企業に対する政策的対応が

必要であることもまた確かである。中小企業が置かれている不利な状況を是正

す るため,中 小企業の融資ルー トから人為的制限を排除し,公 正取引を実現す

ることは,必 要な政策的課題といえるだろう。.

しかしこのことが,中 小企業に対する無差別的な助成を正当化 しないことは

42)た だし,受取勘定 〔Acoountrecdvable),支払勘定(Accountpayable)という型の融資が存

在している。

1..
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い うまで も ない 。 と りわ け,経 済 の 国 際化,自 由化 の流 れ の 下 で は,市 場 原 理.

を否 定 す る よ う な無 差 別 的 な助 成 を行 う こ とに は疑 問 が もた れ て 当 然 で あ る。

し.たが っ て,機 能 的 な 中小企 業 育 成 政 策 が重 要 で あ る と考 え られ よ う噸。

中小 企 業 の資 金 調 達 先 で は,い ま だ金 融 機 関 を通 じて の 間接 金 融 方式 は重 要

な役 割 を果 た してい る。 特 に,利 子.率の 自由化 が 不 完 全 で あ る場 合 や,企 業 信

用 の格 付 制 度 が 不 完 全 な場 合 は,流 動 的 な 資本 市 場 を 中小 企 業 が利 用 した場 合,

リス ク の集 中や,企 業 の 属 人 化 とい う問題 が 生 じて くる可 能性 が あ り,中 小 企

業 自 身 に と って も問 題 と な り うる 。

しか しなが ら,日 本 で も台 湾で も,店 頭 市 場4のを通 じて,中 小 企 業 に よ る資

本 市 場 か ら の直 接 の 資 金 調達 も行 わ れ る よ うに な っ て き てい る。 台 湾 で も,資

本 市 場 の規 則 緩 和 が 進 み,ハ イテ ク企 業 の株 式 上 場 は,一 定 の 条件 が 満 た さ れ

れ ば,第 三 種 株45,と して の扱 いで 許可 され る よ うに な った 。 中 小企 業 の資 本 市

場 へ の参 入 は意 味 深 い 現 象 で あ る 。

中小 企 業 す べ て に 対 し,一 律 に融 資 条 件 を緩 和 す る な らば,債 務 不 履 行 な ど

の 問 題 が 大 量発 生 す るで あ ろ うこ とは 明 らか で あ る。 これ は 当然,社 会 に膨 大

な コ ス トを負 担 させ る こ とに な る。 したが っ て,間 接 金 融 方式 で,金 融 機 関が

経 営 の 審査 をお こな った 上で 融 資 を行 うこ とは,こ う した危 険性 の予 防 とい う

点 で 大 きな 意 味 を持 って い る とい え よ う。

金 融 自 由化,効 率 化 の 中で は,中 小 企 業 専 門金 融 機 関 の位 置 付 けが難 しい と

い う こ と も政 策 金融 の大 きな 問題 で あ る。 全 国 銀 行 の 中小 企 業 へ の貸 付 比 率 が

増 え るの に応 じて,中 小.企業 専 門金 融 機 関 の業 務 範 囲 の 限 定 も緩 和 され るべ き

で あ ろ う。 公 正 な競 争 の 下で 効 率 を最 大 限 発揮 しう る よ うな 一般 銀行 へ と転 換

43)1960年 から1990年まで実施された 「奨励投資条例」の終.∫に伴 って,台 湾では199エ年に 「促進

産業昇級条NJが 制定された。中小企業の研究開発支出を高めることを目的ヒしている。

44)店 頭市場は,台 湾には資本金が5モ 万元以上の企業に限定されている。

45)第 一類株と言 うのは資本額が6.億台湾元以上の企業の株式であり,第二種株は資本金が3億 元

以上の企業の株式であること。そして.第 三種株 と言うのは,「創業投資事業管理規則1第5條

の規定に当てはまる研究開発型企業ではその資本額が1億 元以上の企業,そ のほかの企業では2

億元以上の企業の株式について用いられる。中華経済研究院,「中小企業融資之研究」,中華民国

中4、企業之発展,専 題(三),経 重音部,1992.1.39頁o
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させることが必要であり,中 小企業専門金融機関の役割は再検討されるべきで

ある。

日本では,相 互銀行は1989年4月 から第二地方銀行へと転換 したが,そ れ以

後これらの事業活動は活発化 している。台湾でも中小企業専門金融機関の改革

が進んでお り...一般銀行への位置付けの変更が期待されている。

金融における規則緩和は》中小企業の資金調達の困難を緩和するであろう。

既存の金融機関が保護の下に置かれて十分な競争をおこなわず,金 融.市場の需

要を満たす ことがで きないために,台 湾では地下金融が拡大 しているのである。

したがって,金 融機関の設立の自由化は,中 小企業の金融問題の是正につなが

るであろう。むろん社会的に見れば,銀 行間の過当競争 も望ましくないので,

個々の企業の経営実態に相応 しい範囲で融資をおこなうことが銀行には期待さ

れるのである。

III中 小企業育成のための金融上の政策的措置

最後に,中 小企業の資金調達難を緩和するための重要な制度である信用保証

をとりあげる。中小企業信用保.証の目的の第一は,担 保は不足 しているが,潜

在的成長力を持つ中小企業を対象として,公 的に信用保証を与.えることによっ

て金融機関か らの融資を受けやす くすることである。第二には,金 融機関とリ

スクを分担することにより,金 融機関の中小企業への融資意欲を高めることで

ある。

日本の 「信用保証協会法」樹 は1953年8月 に制定 された。台湾で も1974年7

46}信 用保証協会は,信 用力 ・担保 力等の不足 によ り,銀 行等 の金融機関か ら貸付 を受け るのが困

難 な中小企業 に対 して,そ の借人債務を保 証 し,中 小企業 に対す る融資の円滑化 をはか ることを

目的 として設立 された社団俵入である。 口本全 国に52の 協会 があ り,こ れ ら協会の ヒ部団体 とし

て,(社)全 国信用保証 協会連.合会が ある。協 会の運営は,主 として信用保証料 と資産 の運用.益

によって行 ってい るが,国 及び地 方公共団体 は これに財政援助 をし,協 会の業務運営の円滑化 と

経営基盤 の安定化 を図 ワている、保証を受 ける際に企業が協 会に払 う保証料 は、一般保証 につい

ては年1.00彫 であ る。そのほかについては金額 別の保証料率 の設定が され,ま た地場産業振興等

に対す る低保 証料 率の適用な どの制度が設 けられ ている。中小企 業庁 編.『 中小企業施策 のあ ら

ま し」 昭和63年 版,90-91ペ ージ.中 小企業調査協会。
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月に財団法人中小企業信用保証基金が設立された。日本の場合には,そ の保証

を担保するために1958年 「中小企業信用保険公庫」が設立されたが,台 湾の場

合には,.こ のような保険機関が存在せず,中 小企業信用保証基金は必ず しも十

分に機能.していない。 日本や台湾のみならず,韓 国などで も同様の制度が設け

られている4%こ れらの信用保証機構がどの程度当初の目的を達成 し得たのか。

中小企業や金融機関のこれらの制度の利用率はどの程度であったか。そして,

信用保証機構の経営の成果はどのようなものであったか。以下では,こ れらの

問.題点について分析を行 う。

台湾の中小企業信用保証基金が設立された1974年 か ら1992年12月 までの期間

で,保 証をうけた企業数は7万5000,総 保証件数は97万8000件,保 証総額は

9100億 元であった。銀行全体の中小企業向け融資総額に占める保証融資総額の

割合は5.71%で あった。この比率は日本や韓国で も大差ない ものとなっている

(表5)。

信用保証基金の対象は勿論中小企業であるが,台 湾では中小企業の定義は

1982年か ら改訂されておらず,日 本の場合も1973年 以降変わっていない。その

ために中小企業向けの支援措置の対象要件は実態から乖離してきた。日台と.も

中小企業の定義の変更を検討中であるが,台 湾では,さ しあたって1990年9月

か ら信用保証の対象を拡大 し.た。 これに伴い,製 造業の場合は資本額上限を

50%に 高められた。

信用保証は一般に,金 融機関の審査を通して行われる.日 本では再審査制度

が採用されているが,台 湾の場合には一回審査に限られる。 したがって,金 融

機関か ら申請を拒否された場合,何 らの救済措置 もない。韓国の場合には,直

接に信用保証基金に申請するので,中 小企業と保証機構が直接接触し,中 小企

業の実際の経営状態も把握できる。台湾でも,1990年6月 からは,一 定の条件

を満たす企業娼,からは信用保証基金が直接申請を受け付けるようになった。信

47)韓 国信用保証基金,19ア6年に設立された。
48〕中心衛星工場体制に属する中小企業に対し,直接,信用保証.基金に信用保証を申請することが

できる。

.
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表5信 用保証利用率(保 証された金額/金 融機関の中小企業向貸出残高)

国号寸陰年 男甘19761981198319851988198919901992

台

日

韓ゆ

湾0.795.156.5810.356.855.685.245.71

本5,746.005.605.704.915.406.177.35

国 一9.685.435.616.726.17一 一

(註)比 率が相対的 に低 くな って も,保 証残高がマイナス成長であ るとはか ぎらない。

(出所 〉 〔台湾)中 小 企業信用保証基金編 「中小企業信用保証基金年報」 各号。

(日本〕 中小企業信用保険公庫編 「中小企業信用保険公庫月割 各号 。

表6信 用保証倍数(信 用保証残高/資 本金 また は基本財産)

国別 ・年別 1981 1983 1985 1987 1989 1990 1992

台

日

韓

湾

本

国

6.81

6.86

11.23

9.5012.4812.52

5.895.425.16

8.127.437.17

6.98

6.19

6.67

6.248.26

6.897.13

一 ユ2 .36

(註)韓 国 の保証 は大企業 を含む。

(出所)(台 湾)中 小企 業信用保証基金編r中 小企業信用保証基金年報」各号 。

(日本)中 小企業信用保 険公庫編 「中小企業信用保険公庫月報」各 号。

(日本〕全国信用保証協 会連合会編 『信用保証」血 路,1994,に 基づいて,筆 者が計算 した。

表 ア 債務不履行 によ り代納 された金額が保証債務残 高に占める比率(%)

国別 ・年別 1981 1983 1985 1987 1988 1989 1992

台

日

韓

湾

本

国

0.2ユ

1.31

O.85

ユ.16

o.97

0.91

3.14

1.371,10.0.43

0.30-D.09.一D.5ユ

3.062.982,05

0,26

0.80

6.44.

(註)(代 位弁償一 回収/保 証債 務残高)か ら算出された もの。

(出所〉(台 湾〉中小企業信用保 証基金編 『中小企業信用保証基金年報」.,各.号。

(日本)中 小企業信用保 険公庫編 『中小企業信用保険公庫 月報」,.各号。

(日本)全 国信用保証協会連合会編 『信用保証』 晦88,1994,に 基づいて,筆 者が計算 した。

用 保 証 残 高 の基 準 融 資 に対 す る倍 率 は,台 湾で6.98倍(1989年)で あ り,日 本

の6,19倍 及 び韓 国 の6.67倍 とほ とん ど差 が ない(表6)4%台 湾 で は,法 律 中

に20倍 とい う数 字 が 明 記 さ れ て い る が,こ れ は 上 限 を 示 した も の で,必 ず し も

49)(保 証債務残高/資 本金)の 比 率。 月本の場合は,信 用 保険公庫の保険 を受 けた部 分を除 く,

全国信用保証協会 自己負担の平均 比率(一 般 に20%一30%1で ある。つ ま り,(保 証債務残高/基

本財産)×0,25ワ
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目標 と して の性 格 を持 つ もの で は な い 。

台湾 の信 用 保 証 基 金 の 一 件 当 た り保 証 限度 は8割 で あ り,日 本,韓 国 め 全 額

保 証 よ り も低 い。 台 湾 で は,銀 行 自身 は2割 の リス クを負 わ な けれ ば な らな い

の で あ る。 日本 の場 合 は,中 小 企 業信 用保 険公 庫 を通 じて再 保 険 で き る し,企

業 診 断 上制 度軸,)によ り中小 企 業 の 営 業 状 態 を把 握 で き,全 額 保 証 を支 えて い る。

台 湾 の 場 合 に は,こ う した 制 度 は整 備 され て い な い5%

保 証 費用 率 につ い て は,台 湾 で は均一.一保 証 費 用率(現 在 の とこ ろO.75%で あ

る〉 を採 用 して い る。 差 別 化 保 証 費用 率 を採 用 す る と,ゴコ ス ト増 につ なが る と

さ れ て い る か らで あ る。 し.かし,保 証 費用 率 の一.律 の適 用 は,情 報 の 非 対称 の

.下で は,逆 選 択(Adverseselection)と い う効 果 を持 ち鋤,そ の結 果 基 金 を 濃

して しま う可能 性 が あ る。 も っ と も,中 小 企 業 の信 用 格 付 け を確 立 す る な らば,

逆 選択 を避 けつ つ,低 コ.ス トで の 差 別 化 保 証 費 用率 の 実施 が 可能 とな るで あ ろ

う。

信 用 保 証 機 構 の経 営 につ い て み て み る と,台 湾 の信 用 保 証 基 金 は利 益 が 少 な

いD韓 国で は設 立 以 来 ず っ と欠損 続 きで あ る 。 日本 の信 用 保 険 公 庫 は1988年 か

ら黒 字 に転 換 した。 信 用 保 証 機 構 も長期 的 に 欠損 状 態 を続 け る こ とで きな い の

で あ る が,本 来 の役 割 で あ る融 資 の 媒 介 とい う観 点 か らは,あ ま り利益 が 累 積

して ゆ くこ と も また 望 ま しく ない 。

他方 貸 付 が 焦 げ付 い て 代 納 され た 金 額 が,保 証 残 高 に 占 め る割 合 は,台 湾 で

は0、26%で あ り,日 本,韓 国 よ りもず っ と低 い(表7)。 これ につ い て は,台

湾 中小 企 業 の信 用 保 証 に おい て は 日本 の よ うな 保 険公 庫 の再 保 険 が 欠 如 してい

る た め に,金 融 機 関 の受 入れ が 日本 よ りも も っ と保 守 的 に な る,と い う要 因 が

50)中 小企業の発展のために,診 断事業が果たす役割はきわめて大きい。そのため,通 商産業省は,

中小企業指導法の幾寅(中 小企業指導法弟6条 第2項,第3項,中 小企業指導事業の実施に関す

る基準を定める省令第4粂,中 小企業診断士登録規則〕に基づき,1963年 度から中小企業診断士

の登録制度を実施している.中 小企業調査協会,『中小企業施策のあらましj,昭 和63年版,205-

206ページ。

51)た だし1982年7月からは,7つ の省営銀行によって設立された財団法人省属行庫中小企業聯合

輔導中・ひカ;企業診断を諸〒うようになつたっ

52)佐 々木宏夫,『情報の経済学」,日本評論社,1991,第7章 。

.

`
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考えられる。・

いずれにせよ信用保証機構は,中 小企業の資金調達問題に関 しては金融機関

に劣らぬ重要な意味を持っている。 自由市場の原則や資源配分の効率化を考慮

するならば,政 策的,人 為的に金融機関の中小企業向け融資の比率を高めるよ
潜

りも,む しろ保証制度を通 じて市場を補完することが重要である。台湾では,

中小企業が信用保証基金を利用 しつつコマーシャルペーパーを発行 しているが,

これはこうした政策理念に合致 した中小企業の貨幣市場への参入の助成措置の

一例 といえよう。台湾では1991年 に 「中小企業発展基金支援辨理専業貸款要

点」が制定され,ま た 「中小企業発展基金管理委員会」が設置されて,中 小企

業の資本市場や貨幣市場への進出の政策的な支援が開始された。 これ らの成果

はまだはっきりしないが,信 用保証制度が中小企業の金融難の緩和に寄与 した

ことは明らかである。'...

金融機関を通じた直接的措置や,信 用保証制度に加えて,台 湾では1982年7

月に7つ の省営銀行によって,「財団法人省属行庫中小企業聯合輔導中心」が

設立された。中小企業の信用を補完 し,中 小企業の経営合理化を促進すること ・}

を目的とする。特に,潜 在的発展能力を持つ中小企業に対 し企業診断を行い,

融資を助成する。 また,財 務管理や会計制度をも指導する。1982年7月 か ら

1991年6月 にかけて,融 資を目的 として診断を受 けた件数は664件 であった。

そのうち302件 について融資を勧めている。問題はこの機関には助言を行う権

限しか与えられておらず強制力をもたない,と いう点である。また活動の対象.:夙

は銀行の既存の取引先に限られていたため,そ の活動は限定されていた。もっ

ともこの点に関しては,1992年 に 「中小企業聯合輔導中心」に改組された際に,

取引先顧客以外に対 しても活動の範囲を広げるように変更されている。ただ し,

依然 として金融機関の下に置かれているという点は今後 も検討されるべき問題

である。

智
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結 語

本稿では,中 小企業の経営を左右する外的諸要因のうち,最 も重要な要素の

一つである金融条件を取 り上げた。大企業 と中小企業との間の生産性格差の存

在は,大 部分金融条件の不利に起因していた。中小企業向け融資を強化 し,中

小企業の融資コス トを下げ,中 小企業向け長期貸付比率や設備投資に対する融

資の比率を拡大させることが,中 小企業金融政策の目的である。.このような中

小企業金融政策の効果は,い ずれ も中小企業向け融資比率の変化から分析され

.る.。.

本稿の分析により,日 本においては遅 くとも1970年代までに,経 済構造の転

換,金 融 自由化の進展によ.って中小企業資金調達問題が大幅に緩和されたこと

が明らか となった。大企業と中小企業との問の資本装備率の格差 も確かに縮小

した。問題は,大 企業と中小企業との間の生産性格差が1980年 代以降む しろ拡

大 してきたことであるお,。このことは中小企業が技術革新や情報化に十分対応

しきれていないこ.とを示すものであり,と りわけ技術者不足による経営力の格

差の拡大を表 している。

中小企業庁の1988年 版 「製造業経営実態調査報告」によると,資 金調達が困

難な中小企業の比率は日本では19.9%に とどまっている。同 じ調査で,た とえ

ば,68.5%の 企業が 「先端技術における人材不足」を問題として指摘 していた

のに比す ると,.この数字ははるかに低い。財団法人商工総合研究所の平成元年

3月 の 「先端技術研究開発実態調査報告書」でも,製 造業中小企業の先端技術

研究開発.ヒの問題点 として,わ ずか】9.6%の 企業が資金調達難を指摘 したに過

ぎず,86.1%の 企業が技術者不足を指摘 したのとは極めて対照的である。台湾

でも中小企業の技術者不足は深刻である。

日本においても台湾においても,近 年の技術革新に伴 う経済構造の変化の下

53)日 本 の製造業の付加価値 生産性 では,大 企業 を100と する と,300人 以下の中小企 業では1981年

の50,2か ら1991年 の49.6へ と推移 してお り,企 業規模周の格差 はむ しろ拡大 して きた.
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で,中 小 企 業 も技 術 を高 度 化 させ,大 企 業 が進 出 しに くい新 しい技 術分 野 に進

出 して い る 。 こ う した技 術 開 発 は,リ ス クは大 きい が,同 時 に大 きな外 部経 済

を も有 して い る。 そ のた め,こ れ らの 技術 開発 が市 場 競 争 の下 で 公 正 に行 わ れ

う るよ うに す る た め に は,政 府 の環 境 整 備 が 必 要 で あ る 。

い ず れ に せ よ,1970年 代 の後 半 に は,中 小 企 業 の 量 的 な意 味で の資 金調 達 の

困 難 は 大 幅 に緩 和 さ れ た 。1980年 代 以 降 は,質 的 な問 題,つ ま り 自己資 本 比 率

の 低 さ,技 術 力 の 向 上,技 術 者 の確 保 が 問 題 と して 認 識 され る よ うに な っ た。

.今 日 にお い て は,中 小 企 業 を金 融 的手 段 に よ っ ての み 支 援 す る政 策 は,限.界 に

突 き当 た った とい え るだ ろ う。 したが っ て,中 小 企 業 の 他 の 助 成 政 策 を も検 討

す る必 要 で あ るが,こ の 問題 につ い て は稿 を改 め て論 ず る こ と に した い 。
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